
令和４年１１月３０日

「風流
ふりゅう

踊
おどり

」のユネスコ無形文化遺産登録（代表一覧表記載）

１．政府間委員会の審議結果 

○「風流踊」について，「記載」の決議がなされた。

（参考）決議の３区分

・①「記載（Inscribe）」：記載するもの。

・②「情報照会（Refer）」：締約国に追加情報を求めるもの。

・③「不記載（Not to inscribe）」：記載にふさわしくないもの。

２．これまでの経緯

平成２１年９月 ユネスコ無形文化遺産保護条約第４回政府間委員会において「チャッキラコ」が

代表一覧表に「記載」の決議。

令和２年 ３月 「チャッキラコ」を拡張し，「風流踊」としてグループ化して提案。

令和４年１０月３１日（日本時間１１月１日） 評価機関より「記載」の勧告。

令和４年１１月３０日（日本時間１１月３０日） 第１７回政府間委員会において「記載」の決議。

モロッコにて開催中のユネスコ無形文化遺産保護条約第１７回政府間委員会におい

て，我が国より提案した「風流踊」の代表一覧表記載に関する審議が行われ，現地時間

１１月３０日（水）（１１時１分［日本時間１１月３０日（水）１９時１分］），「記載」

との決議がなされましたので，永岡文部科学大臣談話と併せてお知らせいたします。 

＜担当＞ 文化庁文化資源活用課文化遺産国際協力室 

室長  大川（内線 4784） 

室長補佐 守山（内線 2414） 

無形文化遺産係   大平・伊賀（内線 4698） 

電話：03-5253-4111（代表）， 03-6734-4698（直通）
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（別紙１）

「風流踊（ふりゅうおどり）」提案概要 

１．名  称 

  「風流踊（ふりゅうおどり）」 

２．内  容 

 華やかな、人目を惹く、という「風流」の精神を体現し、衣裳や持ちものに趣向をこ

らして、歌や、笛・太鼓・鉦（かね）などの囃子に合わせて踊る民俗芸能。除災や死者

供養、豊作祈願、雨乞いなど、安寧な暮らしを願う人々の祈りが込められている。祭礼

や年中行事などの機会に地域の人々が世代を超えて参加する。それぞれの地域の歴史と

風土を反映し、多彩な姿で今日まで続く風流踊は、地域の活力の源として大きな役割を

果たしている。 

３．分  野 

  民俗芸能 

４．構  成 

  国指定重要無形民俗文化財である 41件（別紙のとおり） 

※「チャッキラコ」の拡張提案

５．保護措置 

  伝承者養成、記録作成、用具修理・新調、普及促進 等 

６．提案要旨 

○「風流踊」は、広く親しまれている盆踊や、小歌踊、念仏踊、太鼓踊など、各地の歴史

や風土に応じて様々な形で伝承されてきた民俗芸能。華やかな、人目を惹くという「風

流」の精神を体現し、衣裳や持ちものに趣向をこらして、笛、太鼓、鉦などで囃し立て、

賑やかに踊ることにより、災厄を祓い、安寧な暮らしがもたされることを願うという共

通の特徴をもつ。

○世代を超え、地域全体で伝承されていることから、地域社会の核ともなる役割を果たし

ている。その起源は中世に由来し、時代に応じて変化しながら、今日まで伝承されてい

る。長い伝統を背景に、特に災害の多い日本では、被災地域の復興の精神的な基盤とも

なるなど、文化的な意味だけでなく、社会的な機能も有する。

○各地で受け継がれてきた「風流踊」のユネスコ無形文化遺産代表一覧表への登録は、地

域間の対話や交流を促進し、地域の人々の絆（きずな）としての役割をもつ無形文化遺

産の保護・伝承の事例として、国際社会における無形文化遺産の保護の取組に大きく貢

献する。
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